
令和４年度 新型コロナウイルス感染症 対策支援施策                           R4.05.16 Ver 
 

■支援金等 

名 称 実施主体/担当部署 申請締切 概 要 

事業復活支援金 

【登録確認機関の 

「事前確認」が必要です】 

※当所では会員限定対応 

事業復活支援金事務局 

☎0120-789-140 
（8:30～19:00/土日祝

日を含む全日対応） 

事前確認は 

5/27 まで 

申請受付中 

R4.5/31(火)まで 

コロナ禍で大きな影響を受け売上が減少した事業者を対象に、地域・業種問わず、固定費負担の

支援として、５か月分の売上減少額を基準に算定した額が一括給付されます。 

対象者：新型コロナの影響で、2021 年 11 月～2022 年３月のいずれかの月の売上高が 50％以上または 

30～50％減少した事業者（中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主） 

※給付上限は条件により異なる 例/売上 30～50％減 法人(売上 1億円以下)60 万円上限 個人 30 万円上限 
 

■補助金 

名 称 実施主体/担当部署 申請締切 概 要 

小規模事業者持続化補助金（一般型）               小規模事業者等の販路開拓等のための取組を支援 

 第８回 ※電子申請も可 

補助金事務局 

☎03-6632-1502 
（9:00～12:00、13:00～

17:00/土日祝日を除く） 

R4.6/3(金)まで 

通
常
枠 

 補助率 2/3 以内、補助金額 上限 50万円 

 

特
別
枠 

類型 ※それぞれ追加要件があります 補助率 補助上限 

成長・分配強化枠 
賃金引上げ枠 2/3 以内※赤字事業者は 3/4 以内 

200 万円 
卒業枠 

2/3 以内 新陳代謝枠 
後継者支援枠 

創業枠 

インボイス枠 100 万円 

中小企業等事業再構築促

進事業（第６回） 
※要・G ﾋﾞｽﾞＩＤプライム 

事業再構築補助金事務

局コールセンター 

☎0570-012-088 
（9:00～18:00/日祝日

を除く） 

 

R4.6/30(木) 

18時厳守 

新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編またはこれらの取り組みを通じた規

模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援 (具体的要件あり) 

＜通常枠＞ 中小企業者等、中堅企業等ともに 

  【 従 業 員 数 20 人 以 下 】 100万円   ～  2,000万円 

  【従業員数 21 人～50 人】 100万円   ～  4,000万円 

  【従業員数 51 人～100 人】 100万円   ～  6,000万円 

  【従業員数 101 人以上】 100万円   ～  8,000万円 

  補助率 … 中小企業者等の場合 2/3 以内 （6,000 万円以上は補助率 1/2） 
米沢市中小企業新展開促

進事業費補助金 

米沢市 

申請受付中 

予算上限に達するまで 

新型コロナによる経済社会変化に対応する新たな事業展開を支援 

申請を希望される方は米沢商工会議所で事業計画の作成指導を必ず受けてください
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

 

補助率 2/3以内、補助金額 100万円以内 

 

 

■認証制度 

名 称 対象事業者 概 要 

【県制度】 

山形県新型コロナ対策認証

制度 

 

山形県内の飲食店や飲食部門をもつ宿泊施設な

ど感染症対策に取り組む事業者 
飲食店や宿泊事業者が実施する感染防止対策について、県が認証する制度を創設し、県内外の

人々に安心して飲食できる環境を整備するとともに県内経済の再生に寄与するもの 

申請のながれ ポイント 

❶オンライン、郵送、ＦＡＸによる申請受付 

❷チェックリストによる施設確認 

❸認証ステッカーを交付、県ホームページで認証

店のリストを公表 

・チェック項目をクリアし、認証できるまで指導 

・対策が実施されていない旨利用者からの通報等で把握した場合、施設確認を実施し、故意や

過失を確認した場合は認証取消 

・抜き打ち確認等により、遵守状況を適宜確認 

問い合わせ先 

山形県新型コロナ対策認証事務局 

☎0570-023-009（平日 10時～17 時 30 分） 

【独自制度(米沢市内)】 

よねざわびしゃもんプロ

ジェクト 

実施主体 青年部・青年会議所 
コロナ時代における新たな生活様式を確立し、店舗側・お客様側双方の感染防止に関する意識

を変え、安心と安全の底上げをし、感染予防と経済復興の両立を目指す。 
期  間 通年 

 

■融資  

名 称 相談先 融資限度額 担保・保証人 返済期間 金 利 

新型コロナウイルス感染症特別貸

付《コロナ特貸》 

【R４年６月末まで延長】 

日本政策金融

公庫 

8,000万円 不要 

運転資金 20年以内 

設備資金 20年以内 

※いずれも据置５年以内 

基準金利(1.23％～) ➡ 6,000 万円を

限度に当初３年間▲0.9％ ➡ 当初３

年間利子補給（売上要件あり） 

マル経融資（小規模事業者経営改善

資金）「コロナ特別枠」 

【R４年６月末まで延長】 

当所/日本政

策金融公庫 1,000万円 
（通常マル経とは

別枠で利用可) 
不要 

運転資金 10年以内（据置３年以内） 

設備資金 10年以内（据置４年以内） 

通常 1.23％ ➡ 当初３年間▲0.9％ 

➡ 当初３年間利子補給（売上要件あり） 

山形県商工業振興資金融資制度 

「地域経済変動対策資金」 

金融機関/県 

5,000万円 
原則、法人の

場合は代表者 
運転資金のみ 

10年以内(うち据置２年以内) 
年 1.6％(固定) （売上要件あり） 

山形県商工業振興資金融資制度 

「ウィズコロナ対応借換資金」 

金融機関/県 

6,000万円 
伴走支援型保

証制度の定め

るところ 

運転資金 10年以内（据置２年以内） 

設備資金 10年以内（据置３年以内） 

年 2.0％ 
※本制度の利用にあたっては、信用保証協会の伴走支

援型特別保証制度を利用する必要があります 

山形県商工業振興資金融資制度 

「ウィズコロナ経営再生資金」 

金融機関/県 

8,000万円 

事業再生計画

実施関連保証

(感染症対応

型)制度の定

めるところ 

運転資金 15年以内（据置５年以内） 

設備資金 15年以内（据置５年以内） 

年 2.1％ 
※信用保証協会における事業再生計画実施関連保証

(感染症対応型)制度を利用することが必須要件です 

 

  



 

■雇用関係 

名 称 実施主体 事業期間 概 要 

雇用調整助成金の特例措

置 

厚生労働省/ハローワー

ク 
助成内容・対象の

大幅な拡充 
※令和 4 年 6 月 30 日ま

で右記のとおり 

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休

業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成す

るもの ★雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象 

休業手当等に対する助成率：中小企業４/５、大企業２/３ 

解雇等行わない場合の助成率：中小企業 9/10、大企業３/４ 

※助成額の上限(3～6 月)：対象労働者１人１日当たり 9,000円 

 業況特例・地域特例 
※令和 4 年 6 月 30 日まで右記のとおり 

基礎期間の初日が令和４年４月１日以降の休業等について

「業況特例」の申請を行う全ての事業主は、申請の都度、業

況の確認を行いますので、売上等の生産指標の提出が必要に

なります。 

新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用情勢等を踏まえ、①特に業況が厳しい企業 ②感染が拡大している地域

(営業時間の短縮等に協力する事業主) について、新たに特例（①業況特例、②地域特例）が設けられています。(詳

細はリーフレットにて) 

休業手当等に対する助成率：４/５ ※解雇等行わない場合の助成率：10/10 

助成額の上限：対象労働者１人１日当たり 15,000 円 
 


